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令和3年11月1日

　区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）で申請の内容等をお聞きしますので、ご相談ください。
点字版のリーフレットもご参照いただけます。

貸　　付

生活福祉資金の貸付
　問 各区社会福祉協議会（裏表紙）

他からの資金の利用が困難な障害者世帯に対し、資金を貸し付けることで、世帯の経済的自立を
図るとともに、 在宅福祉の推進と社会参加の促進を図り、地域社会での安定した生活を支援するも
のです。

〔対　象〕・障害者世帯であること
　　　　　  （身体障害者手帳の交付を受けている方の属する世帯、療育手帳の交付を受けている方

の属する世帯、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯）
　　　　　・民生委員の援助指導が受けられること
　　　　　・貸付金の償還が確実であること
　　　　　・確実な連帯保証人を有すること※
　　　　　※ 連帯保証人がいる場合は無利子ですが、連帯保証人がいない場合は年利 1.5% となりま

す。

〔貸付対象となる資金の用途と貸付限度額等〕
※１　すべての資金において、契約済、購入済、支払済のものについては貸付を行いません。
※２　 貸付には他にも細かい条件があり、諸条件に該当しない場合は、貸付できないことがあり

ます。
　　　詳細については窓口にお問合わせください。

資金の用途 貸付限度額 据置期間 償還期間

生業のために必要な物品の購入など 　460万円以内 6か月以内 9年以内

資格や技能を習得するための学費など

技能を習得する期間が
6月程度　　  130万円
1年程度　　  220万円
2年程度　　  400万円
3年程度　　  580万円

技能習得
期間満了後
6か月以内

8年以内

技能を習得するための学校への入学金など 50万円以内

6か月以内

3年以内

住宅の増改築、補修など 250万円以内 7年以内

福祉用具等の購入 170万円以内

8年以内障害者の社会参加のために必要な自動車の
購入 250万円以内 3か月以内

中国残留邦人等の国民年金保険料の追納 513.6万円以内

6か月以内

10年以内

負傷又は疾病の療養
（療養期間が 1 年以内の場合） 170万円以内

5年以内
介護・障害者サービス等の利用
（利用期間が 1 年以内の場合） 170万円以内

災害を受けたことにより臨時に必要となる
経費 150万円以内 1年以内 7年以内

葬儀など
50万円以内

6か月以内 3年以内住居の移転など 

その他日常生活上一時的に必要な経費 50万円以内
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できる場合もあります。

※事業者・施設については、障害者相談支援センター（102～103ページ）、ホー
ムページに掲載している「障害福祉サービス等事業者・障害者福祉施設等一覧」
及び区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）でご確認ください。

神戸市　計画相談支援

区役所または障害者相談支援センター（102～ 103 ページ）に相談

区役所にサービス利用申請書を提出

サービス利用のプラン（サービス等利用計画）案を作成
プラン作成の専門員（指定特定相談支援事業者）に作成を依頼

※セルフプランも可能
※計画相談支援（サービス等利用計画作成）については神戸市のホームページをご確認ください

障害支援区分の認定調査
※サービスによって、障害支援区分の認定が不要な場合があります。

障害支援区分の認定

プラン（サービス等利用計画）案を提出

支給決定・受給者証の交付

プラン（サービス等利用計画）の作成・提出

サービス事業所との契約・サービスの利用開始

モニタリングの実施
（専門員が継続的に計画の見直しや相談に応じます）
※セルフプランの場合、モニタリングはありません

　皆さん自身が、事業者や施設と契約
を結んでサービスを利用し、そのサービ
スにかかった費用の一部を市が「介護
給付費又は訓練等給付費」（以下「介護
給付費等」といいます）として直接事業
者等に支払います。
　介護給付費等は、法律により、事業者
等が市に請求し皆さんに代わって受け
取ることが認められています（代理受
領）。介護給付費等の額は、事業者等か
ら皆さんに通知します。
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